
自分らしく安心して暮らすために
�飾区成年後見センターが行う様々な支援をご活用ください

成年後見制度
利用支援

訪問援助事業

高齢者、障がい者、そのご家族などを
対象に成年後見制度活用のための各種
サポートを行います。
 ● 相談や、申立て書類の配布と説明
 　 など手続きの支援
 ● 後見人候補者選びの相談
 ● 親族後見人等の支援や集いの開催

判断能力が不十分な高齢者や障がい者
宅を訪問し、郵便物の確認や生活費の
引き出しなどをお手伝いします。
※ 利用する場合は�飾区社会福祉協議
　 会との契約が必要です。
　 支援１回１時間 1000 円～
※ 減免制度あり。

�飾区社会福祉協議会との契約により
身近に頼れる親族のいない高齢者等
をサポートします。　
 ● 見守り
 ● 入院・入所の際の支援
 ● 葬儀・埋葬
 ● 家財処分などの死後事務

やすらぎ安心
サポート事業

相談事業

�飾区成年後見センター
社会福祉法人 �飾区社会福祉協議会
�飾区堀切 3-34-1ウェルピアかつしか３階 月～金  午前 8 時 30 分～午後５時

03-5672-2833

私たちが
お手伝いします

◀詳しい
　情報は
　コチラ
　から

その他にも…
●エンディングノート配布
●終活講座　●出前講座　

など様々な
サポートをします！

高齢者、障がい者、そのご家族などを対
象に、専門家による相続、遺言、成年後
見制度などに関する相談を行っています。

●弁護士や司法書士による専門相談
　毎月第 2・4木 …13:00 ～ 16:00
●弁護士による終活相談
　毎月第 1・3水 …13:00 ～ 16:00
●区役所区民相談室にて出張相談
　毎月第 2・4火 …10:00 ～ 12:00

受付時間

ご相
談ください

３

２１

４

日常生活のお手伝い様々なお困りごと

権利と財産を守るために　 生前から亡くなった後まで

予約制の相談

※要預託金、利用要件あり


